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社会資本整備審議会建築分科会（第４９回） 

令和８年１月２０日 

 

 

【事務局】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから社会資本整備

審議会第４９回建築分科会を開催いたします。本日はお忙しい中、多数の委員の皆様に御出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 議事に先立ちまして、まず、資料を御確認いただければと思います。本日の資料は、議事

次第の次のページ、配付資料一覧に記載のとおりでございます。参考資料まで行きますと、

実は赤字のページで４９５ページまでございますので、資料に不備等がございましたら、議

事の途中でも構いませんので、事務局にお申しつけください。なお、前回の分科会、１０月

１６日の前日に設計３会のほうから提案があった資料もございまして、それを参考資料７

として入れております。赤字の４９１ページからになっております。 

 本日の資料は先ほど申し上げたとおり、赤字で通し番号がついておりますので、御発言の

際に資料を参照される場合は、赤字のページを引用してお話しいただければと存じます。 

 本日の分科会は公開で開催しております。事前に申込みをいただいた方につきまして、ウ

ェブにて傍聴を可能としておりますが、カメラ撮りにつきましては冒頭から議事に入るま

での間に限らせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の議事録は、内容について委員の皆様に御確認をいただいた後、委員の氏名を伏せた

形で配付資料とともに、国土交通省のホームページで一般に公開したいと考えております。

あらかじめ御了承いただければと思います。 

 次に、委員の御紹介になります。資料１の３ページになりますけれども、建築分科会の委

員名簿のとおりでございます。前回の委員会以降の交替はございませんので、委員名簿をも

って先生方の御紹介に代えさせていただきます。事務局の出席者については、座席表にて御

確認いただけますと幸いでございます。 

 定足数の確認をいたします。分科会委員及び臨時委員の２８名のうち、対面で１４名に御

出席いただいております。このほかオンラインでも御参加をいただいておりまして、その委

員の皆様方を含めまして、委員総数３分の１以上を満たしております。このため、社会資本

整備審議会令第９条により、本分科会が成立しておりますことを御報告申し上げます。本委

員会の○○委員、それから臨時委員の○○委員と○○委員は所用のため御欠席と連絡をい
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ただいております。 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。カメラ撮りはここまでとなりますので、

報道関係の方は御退室をお願いしたいと思います。 

 では、以後の議事運営につきましては、分科会長にお願いしたいと存じます。分科会長、

どうぞよろしくお願いいたします。 

【分科会長】  本年第１回目でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきたいと思います。まず、議

事の１つ目でございますけれども、今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方（第四

次報告）についてでございます。 

 前回の第４８回建築分科会が１０月１６日に開催されまして、建築環境部会と建築基準

制度部会合同で開催されました。その後、建築環境部会を１１月１１日、１２月１２日と２

回開催して御議論いただきまして、本日のこの会議の直前でございますけれども、建築環境

部会において報告が取りまとめられたという段でございます。 

 本日の建築分科会ではその報告についてお諮りいたしまして、建築分科会の報告として

の取りまとめを行いたいと考えておりますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

 それでは、まずは建築環境部会からの報告について、事務局より御説明をお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  資料２－１に基づきまして、建築環境部会からの報告について御説明を申し

上げます。 

 ただいま分科会長からも御説明がございましたが、最初に少し、本件の経緯をおさらいい

たします。昨年４月にキックオフの議論をさせていただいた後、○○先生に座長をお務めい

ただいた「建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等を促進する制度に関する検討会」

におきまして、建材設備の関係者様も含めまして、６月から９月にかけて御検討いただき、

中間取りまとめ案をまとめていただきました。その取りまとめ案を踏まえまして、省エネ性

能の一層の向上策も含めまして、改めて本建築分科会において昨年１０月に議論を再開い

ただきまして、建築環境部会において４回にわたり御審議をいただきました。年末から年始

にかけてのパブリックコメントでは、３３の個人・団体から１４８件の御意見を頂戴し、そ

れを受けた対応についても先ほど御確認いただきまして、建築環境部会としての報告をお

まとめいただいたものでございます。 
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 それでは、早速でございますが、下の赤字の４ページから、資料２－１に沿いまして御説

明を申し上げます。 

 まずは、５ページの目次を御覧ください。「はじめに」の後、Ⅱ、ライフサイクルカーボ

ン評価の促進、またⅢ、省エネ性能の一層の向上と、大きな２つのテーマについて取りまと

めていただいた上で、引き続き検討すべき課題を整理いただきまして、「おわりに」と続く

ものでございます。 

 めくっていただきまして、６ページから８ページまでが「はじめに」の内容でございます。

冒頭、６ページのところで我が国のＮＤＣの動向、昨年４月の省エネ適合の義務化、２０３

０年、２０５０年の政府目標、また、７ページではライフサイクルカーボンに関する国内外

の動向、また、先ほど触れさせていただいた検討会の動向について言及をいただきまして、

８ページの最後のところで、これまでの取組をさらに進めまして、建築物の質の向上を図り

つつ、脱炭素社会の実現に寄与するために取りまとめたものだということで本報告書の位

置づけを整理いただいてございます。 

 続きまして、９ページからの１つ目の大きなテーマ、Ⅱ、ライフサイクルカーボン評価の

関係では、７点にわたって整理をいただいてございます。まずは９ページの１点目、制度導

入の考え方といたしましては、本制度の目的、波及効果、目指す社会像などを記載いただい

た上で、めくっていただいた１０ページでは、ステップ・バイ・ステップ・アプローチで早

期に施策を講じることについて、御指摘を頂戴してございます。 

 続く２点目、各ステークホルダーの責務・役割のところにつきましては、国が指針を示し

て明確化する必要があるということを言及いただいた上で、１１ページから１２ページに

かけて、設計・施工など各段階におけます各主体の責務・役割について整理をいただきまし

た。 

 続く１２ページからの３点目、評価ルールの策定につきましては、国が統一的な算定ルー

ルを構築すべきだということを言及いただいた上で、トレードオフ問題を踏まえること、ま

た、シンプルなルールとすることを基本とすること、また、用いるべき建材、設備データの

種類などについて整理をいただいてございます。 

 また、１３ページ下段からの評価の基準につきましては、定量的な基準と定性的な基準の

両方について検討することが望ましいこと、また、データ・知見の蓄積に応じて不断の見直

しを行うことなどについて、取りまとめていただいてございます。 

 続いて１５ページからの４点目、評価の実施を促す措置につきましては、現状、大手の事
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業者以外による取組が低調であることを踏まえまして、２,０００平米以上の住宅を除く建

築物の新築などにおきまして、建築主と設計者のコミュニケーション及びライフサイクル

カーボンの評価を促す仕組みとして、建築士の説明制度を導入すること。また、５,０００

平米以上の事務所の新築などにつきまして、建築主に評価の実施及び自主的な削減を促す、

建築主の国への届出制度を導入すること。 

 さらには、１６ページですが、国の庁舎等における評価の先行実施や、１７ページ、優良

事業者の選定・公表の仕組みなどについて言及をいただいてございます。 

 続いて１７ページ、２０行目からの５点目、評価の表示の件につきましては、まず、国に

ついて表示ルールを策定する必要があるということ、また、第三者機関による認証を創設す

べきであること。 

 さらに１８ページの中段でございますが、具体的な表示事項、評価書の記載事項の例とい

うことで考えられる事項について、例示をいただいてございます。 

 続きまして、１９ページからの６点目、建材・設備の原単位整備につきましては、現状は

整備されているものは限定的であるという点を踏まえまして、まずは国において整備方針

を策定すること。さらに建築物の設計・施工プロセスを十分に踏まえて、個社製品データ、

業界代表データ、国が定めるデフォルト値を整備すること。 

 また、めくっていただきまして、２０ページの中段からは、躯体に用いられる建材から優

先的に整備を進めること。 

 さらに、２１ページの中段以降、建材・設備のデータについてカタログなどへの表示のル

ール、また、データベースの在り方について整理をいただいてございます。 

 続いて２２ページからの７点目、評価を促進するための環境整備についてでございます

が、簡易な評価方法やレビューの検討について、また、評価や原単位整備の取組に対する支

援、さらにはライフサイクルカーボンを削減するプロジェクトに対する支援など。 

 続いての２３ページでは、評価や原単位整備に対する人材育成や体制整備について言及

をいただいてございます。 

 めくっていただきまして、２４ページからは、大きな取りまとめ２ついただいたものの２

点目、Ⅲ、省エネ性能の一層の向上の関係でございます。こちらについては、４点について

取りまとめていただいてございます。 

 まず、２４ページの１点目につきましては、新築建築物における省エネ基準への適合確保

の関係でございまして、昨年４月の全面義務化に至る取組についてまとめていただいた上
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で、引き続き申請側、審査側への体制整備の支援、また、気候風土適応住宅に係る取組の支

援などについて言及をいただいてございます。 

 続きまして、２５ページからの２点目、省エネ基準の段階的な引上げを見据えた高い省エ

ネ性能の確保の観点では、冒頭で２０３０年目標、２０５０年目標の達成に向けて、トップ

アップの取組が必要であるというふうに整理いただいた上で、２６ページ、講ずべき施策の

方向性のところですが、住宅トップランナー制度の対象事業者のうち、特に多くの住宅を供

給する事業者について、より高い省エネ性能を確保することを求める仕組みを導入するこ

と。また、先導的な省エネ技術を用いて、ＺＥＨ・ＺＥＢ水準を実現する場合の大臣が認定

する仕組みといったものを創設すること。その他、現在行っている各種取組を継続・強化す

ることなどについて言及をいただいてございます。 

 続きまして、２７ページからの３点目、既存建築ストックの省エネ化の件ですけれども、

こちらについては２０５０年に向けて促進を図る必要があるという整理をいただいた上で、

規制的な措置ではなくて、誘導的な措置の充実・強化に努めるべきであること、健康への寄

与や光熱費の削減効果などを周知・普及すること、また、既存建築物の実績値表示の検討を

進めることについて言及をいただいてございます。 

 最後に、２８ページからの４点目、再生可能エネルギーの利用の促進については、政府目

標の達成に向けて促進を図る必要があると整理をいただいた上で、２９ページの講ずべき

施策の方向性のところですが、再エネ促進区域を定める際には、丁寧に地域の意向を踏まえ

ること、住宅トップランナー制度を的確に運用すること。また、ペロブスカイト太陽電池に

ついては、安全性などの確保を前提に必要な対応を講じること。また、ＺＥＨ・ＺＥＢへの

支援やデマンドレスポンスに関して、関係省庁と連携して進めることについて言及をいた

だいてございます。 

 めくっていただきまして、３０ページからの引き続き検討すべき課題といたしましては、

４点整理をいただいてございまして、まずはライフサイクルカーボン評価について、制度開

始後３年以内を目途に届出対象の拡大などの検討を開始すること。続いて２７行目からは、

削減実績量や削減貢献量といったＧＸ価値を有する建材・設備の評価の在り方を検討する

こと。 

 また、３１ページの中段、建材・設備の高性能化や低コスト化の状況を踏まえて、ＺＥＨ・

ＺＥＢ基準の水準を超える省エネ性能の目標設定の在り方を検討すること。続いて４点目

ですが、この後御審議いただく予定の中長期ビジョンにおける議論を踏まえて、既存建築ス
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トックの活用について、引き続き検討を進めることについて言及をいただいてございます。 

 ３３ページ、「おわりに」のところでは、国土交通省において、本報告を踏まえ、必要な

制度見直し等を速やかに実施すべきであること。特にライフサイクルカーボン評価を促進

する制度の２０２８年度からの開始や、２０３０年目標の達成に向けて、法制度の整備も含

めて早急に必要な措置を講じることなどについて、御指摘を頂戴してございます。 

 ３４ページは、平成２６年の諮問からの審議経過をまとめたものでございます。 

 めくっていただきまして、３６ページ、３７ページは、本分科会、建築環境部会の名簿を

掲載してございます。 

 このほか、説明は割愛させていただきますが、本報告書の文中で引用している６４ページ

までの別添１から３を含む内容が、建築環境部会からの報告内容でございます。また、１４

７ページまで参考資料もつけさせていただきましたので、こちらも議論に当たって、必要に

応じて御活用いただければと思います。 

 長くなりましたが、御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  御説明ありがとうございました。ただいま事務局から御説明をいただきま

したけれども、御質問、御意見を頂戴したいと存じます。 

 この審議は、ほかの議事との関係で大変時間が限られていて恐縮でございますが、１１時

半頃まで大体１０分強ぐらいしかございませんけれども、その辺りまでを予定してござい

ます。御発言のある方、対面の方の場合には挙手、あるいは席札を立てていただいて、それ

から、オンラインで参加の方は挙手ボタンを押してお知らせいただければと思います。 

 それでは、御質問、御意見等がございましたら頂戴したいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

 はい、○○先生。 

【○○臨時委員】  直前にあった環境部会でも申し上げたんですけれども、このＬＣＡの

制度をもうちょっと分かりやすく皆さんに知ってもらう努力をこれからすべきかと思いま

した。加えて、改めて今日の資料の後半の省エネ関係ですけれども、それらを併せて２４ペ

ージ以降にいろいろ今後の方向性が書かれていて、これもどこかのパワポにぎゅっと押し

込められたロードマップみたいなのを見ましたけけれども、いつ何が起きるのかさっぱり

分からない。多分これは大事な省エネのロードマップなので、何を目指しているのか、それ

ぞれの立場の人がもうちょっと見やすい状況にしていただければありがたいです。例えば

住宅であったら、何年後を目指してこういうステップアップをしていけばいいとか、それか
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ら、建築物、住宅のほうではこんなことになるとか、再エネならこんなことというのが、そ

れぞれの関係者がぱっと見、ここさえ見れば自分がどんなことになるのか、あるいは自分が

何の準備をしなければいけないのかというのが分かるような資料をつけてあげないと、な

かなか分かりにくいなと思いましたので、ぜひ御検討いただければと思います。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。ほかにございますか。 

 ウェブで御参加の○○先生、お願いいたします。 

【○○委員】  ちょっとカメラが使えないので音声だけでなのですが、内容はよく分かっ

たんですけれども、１点だけ、２９ページで促進区域のお話がありまして、促進区域を決め

られるときに、その場所がどういうふうな交通需要があって、そこに行くまでにＣＯ２がか

なり発生するような場所だったりすると、結構まずいわけですよね。場所の選定によってＣ

Ｏ２の発生量が変わりますので、そこのところをよく注意して、これからこれを活用してい

ただけるようになるといいかなと思いました。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。ほかにございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、今の段階で２つ御意見をいただいたことについて、事務局からございますか。 

【事務局】  御指摘ありがとうございました。まず、○○先生からの御指摘、分かりやす

く知ってもらう努力をということと、またロードマップについても、事業者の皆様がこれか

らどういった形で取り組んでいけばよいのかを分かりやすく示すようなものを策定すべき

ということでございました。まさに御指摘のとおりだと思いますので、今後周知していく段

に当たりましては、しっかりとそういった資料を用意して、それぞれの関係者がしっかりと

理解できる周知を示していきたいと考えてございます。 

 また、○○先生から御指摘を頂戴しました２９ページの促進区域につきましては、再エネ

の促進区域ということで、再生可能エネルギーの推進を図る区域を自治体のほうで定める

に当たっての話を書かせていただいているものでございます。先ほどＣＯ２の話をおっしゃ

られましたので、建築物のＬＣＡを進めるに当たりまして、立地のことについても考えてい

く必要があるのではないかというような御指摘なのかと考えまして、そういった観点でコ

メントさせていただきますと、今回の建築物のライフサイクルカーボンの制度につきまし

ては、建築士などが設計段階において様々な工夫をしていただくというようなこと、そうい
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った行動変容を促していこうということを主眼に制度設計をしているものでございます。

一方で御指摘のとおり、施設の立地も含めて、ライフサイクルカーボンを都市全体で考えて

いくということも非常に重要な論点かと考えてございますので、都市全体でのＣＯ２削減の

在り方につきましては、もちろん都市構造をどうするのか、施設立地をどうするのか、公共

交通をどうするのか、そういったまちづくり全般に関わると思いますので、都市局などの関

係部局とも連携して検討を進めていければと考えてございます。 

 事務局からは以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 それでは、ウェブで御参加の○○委員から、御発言をお願いいたします。 

【○○臨時委員】  ただいまの回答の中に「資料を用意する」という御説明がありました

けれども、住宅建築物というと、最終的に使う人の対象が全く違うと思います。住宅でした

ら個人ですし、建築物でしたらそこのオーナーになると思いますので、説明するときの言葉

が全く違うのではないかと思います。それを説明する方にお任せではなくて、少しでも早く

にこういったことが社会に浸透するためには、例えば要点のキーワードや、対象に応じてこ

ういう説明をするとより伝わりやすいとか、そういうことも必要なのではないかと思いま

すので、御検討いただけたらと思います。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 続きまして、ウェブで御参加の○○委員、お願いいたします。 

【○○臨時委員】  短いコメント１点のみにさせていただければと思います。 

 ３０ページの今後引き続き検討すべき課題のところでございます。①で２つ目のパラグ

ラフ、「また、第１ステップの制度開始後３年以内を目途に」というところで、制度の運用

状況とか事例・知見、データの蓄積状況等を分析して、有識者会議における制度の見直しの

検討を開始するということで、こういったデータの蓄積がなされてまいりますと、私たち研

究者の立場からしますと、政策的な関心に加え、研究の関心という点からも様々な分析が進

んでくる可能性がありますので、またそういった分析が進みますと、見える化といったとこ

ろにもつながり、事例・知見の蓄積によい循環で進んでくると思いますので、そういったと

ころのデータの整備とか、また、どういったデータがどのように整備されているのかといっ

た情報自体を整備していただけると大変よいかなと思っております。 

 以上でございます。 
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【分科会長】  ありがとうございました。 

 ほかいかがでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】  ８ページと７９ページ、ライフサイクルカーボンの構成ということで、な

かなか私もいつもこれを理解するのに、あれ、何を指しているんだっけ？ となるんですけ

れども、８ページでは、エンボディドカーボン、使用段階も含まれていて、それとオペレー

ショナルカーボンが枠の外に出ているのですが、７９ページの左上では、何というんですか、

ライフサイクルカーボンがオペレーショナルカーボンとエンボディドカーボンを含んでい

るという中に、エンボディドカーボンは、使用段階ではこの７９ページの図だと含まれてい

ない形になっていて、概念として、ぱっと見て何かすごく理解しにくいなと思ってしまった

ので、この辺の表記の仕方は少し整理というか、もう一度全体を通して確認していただいた

ほうがいいのかなと思いました。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、以上３点につきましていかがでございましょうか。 

【事務局】  まず、○○委員から御指摘を頂戴いたしました、相手によって周知の仕方、

使う言葉が変わるのではないかという御指摘でございました。まさに御指摘のとおりでご

ざいまして、建築物のライフサイクルカーボンにつきましては、特に非常に関係者が多く、

それぞれに関わり方が様々でございます。それぞれの方々に対して分かりやすい周知をし

っかりとしていきたいと考えてございます。 

 続いて、○○委員から御指摘を頂戴いたしました、下のページで赤字３０ページについて、

今後の進め方についてというところで、さらに進めていくに当たっては、データの整備や情

報公開についても国のほうからしっかりやっていくべきではないかという御指摘だったか

と思います。届出制度などを運用していくに当たって一定のデータが蓄積されることにな

りますので、もちろん匿名性には配慮させていただきますが、そういった研究としても使え

るような形で、しっかりと情報については整理して公開していくということを考えてござ

います。 

 最後、○○委員から御指摘を頂戴いたしました赤字で８ページ、７９ページのところのラ

イフサイクルカーボン、エンボディドカーボン、アップフロントカーボン、オペレーショナ

ルカーボンのところの表記、記載がちょっと分かりにくいのではないかということでござ

いました。７９ページのほうがデフォルメをして書かせていただいていまして、正しくは使

用段階については２つございまして、光熱水、エネルギーとか水の消費のところをオペレー
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ションなるカーボンというふうに呼びまして、資材について、例えば維持管理や修繕で交換

したりというところについては、これはエンボディドカーボンの中に含めて算定するとい

うルールになってございますが、いずれにいたしましても、周知を図る段階でこういった齟

齬がないように、しっかりと丁寧に周知してまいります。 

 ありがとうございました。 

【分科会長】  ありがとうございました。後半、７９ページのところだけちょっと工夫が

必要なのかもしれませんね。いろいろ説明されるときに工夫されるとよろしいかと思いま

した。ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。 

 大体また時間なんですけれども、よろしゅうございますか、ウェブのほうもよろしいと。 

 ありがとうございました。ということで、将来に向けてこうすべきというような建設的な

御意見もいただきましたので、それに対して対応していくというふうな回答もございまし

たので、そのような方向でいきたいと思います。 

 本日の議論を踏まえまして、このようなことで報告を取りまとめたいと考えております

けれども、建築環境部会からの報告について、以上のようなことで御承認いただけますでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。御異議ないということでございますので、建築環

境部会の報告を建築分科会の報告とし、こちらを社会資本整備審議会長へ報告したいと思

います。委員の皆様におかれましては、いつも時間が限られておりまして恐縮ではございま

すけれども、大変熱心に御審議、御議論いただきまして、ありがとうございました。 

 ということで、これがまず第１弾でございます。 

 続きまして、議題の２つ目ということで、建築分野の中長期的なビジョンの策定に向けた

中間的な取りまとめについてでございます。こちらは第４８回の建築分科会と合同会議以

降、建築基準制度部会をこれまた１１月１１日、それから１２月１６日と開催して御議論を

いただきました。その中でビジョン策定に向けた中間的な取りまとめの案として取りまと

められたということでございます。 

 本日の建築分科会ではその報告についてお諮りいたしまして、建築分科会としての中間

的な取りまとめを行いたいと考えておりますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げ

たいと思います。 
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 では、建築基準制度部会からの報告につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。 

【事務局】  建築基準制度部会の議論を踏まえた取りまとめということで、赤字の通し番

号で１４８ページからになります。 

 １４９ページに検討の背景ということでまとめてございまして、ざっとおさらいをしま

すと、平成２４年に建築分科会のほうに国土交通大臣から、「今後の建築基準制度のあり方

について」ということで諮問がございまして、その後、逐次答申をいただいておりまして、

令和４年に第四次答申がございます。それを受けまして令和４年に法律改正いたしまして、

昨年４月に第四次答申を受けたものというのは法律的な措置をしました。この中で検討課

題という、継続的に検討すべきとされたものがありましたので議論を始めたわけですけれ

ども、１４９ページの３つ目のポツにありますとおり、多様化・複雑化した社会的要請に対

し、限られたストック・担い手・投資に対応するということでございまして、このときには

個別に考えるというよりも、社会全体の将来像を見据えた上で、建築分野の中長期的な在り

方を検討することが必要ということで、今年度も議論を行ってまいりました。例えば住宅分

野でいきますと、住生活基本計画が近々改定される予定でございますけれども、そういった

ものを参考にし、あるいは連携しながらということで議論してまいりました。 

 １５０ページにビジョン策定の目的とございまして、ここが肝となるところでございま

して、ポツが５つほどありますけれども、一番上のポツにありますとおり、建築基準関連の

法制度整備により、建築物・市街地の安全の確保、安全というのは建築上の大原則ですが、

それ以外に環境性能とかバリアフリー性能をはじめとした質の向上を推進してきていると

いう状況でございます。こうした中で引き続き多様化する社会的要請に対応するため、基礎

的な技術基準整備の継続、あるいは新技術等の円滑な実装等のアップデートが期待される。 

 それから２つ目のポツとして、ストック活用社会の到来と担い手不足により、技術者の持

続的な確保及び適切な技術伝承と、技術者・専門家以外の住まい手や建築物を利活用する者

も、建築分野の新たな担い手の主体になることが求められる。さらには社会全体の要請とし

て、順次対策を講じております気候変動等による災害激甚化はもとより、いまだ建築分野に

おける対策の検討が途上であるサーキュラーエコノミーや生物多様性等への対応も急務で

あると、広い視野で御議論をいただきました。 

 これからの時代に即してという４つ目のポツですけれども、よりよい社会資本としての

建築物・市街地を構築するため、以下に示す多様な関係者ごとの目線を踏まえ、建築に関わ

る全ての関係者が共通認識を持てるよう、建築分野全体の方向性を示す、国民、産業、学術、
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行政という形を念頭に置いた書き方をしております。 

 最後のポツにありますとおり、こうした建築分野の方向性の全体像を相互に理解しなが

ら、国民や産学官の関係者が以下の３つの視点から考え、それぞれの立場で活躍できるよう、

必要な道筋をつけられるということを考えております。①、②、③とありまして、今まで議

論の中では「投資の予見性」というふうに書いていたんですけれども、ここのところはもう

少し言葉を足したほうがいいのではないかという御意見がございまして、まず経済的な投

資、それから社会的な投資もございますので、①のところに言葉を足してございます。②と

③までと同じ内容です。 

 １５１ページでございまして、このビジョンが想定する期間の議論もございました。部会

の中の議論もありましたけれども、建築基準法は実は１９５０年に制定されてございまし

て、１００年後ということは２０５０年になります。カーボンニュートラルの目標を定めて

いるところもありますけれども、そういった長期のスパンで見ることが一ついいのではな

いかということでございます。特にストックが大半を占めるという中で、この２０５０年が

一つの目標なのですが、上のほうのポツの米印２つですけれども、２０５０年で終わるわけ

ではなくてその先も見る必要があるという御意見がございまして、「より長期的な期間につ

いても」というのはもともと文章にはあったのですが、２０５０年の先にあるという形で、

その長期性についても言葉を足したということを入れております。それから最後、社会の持

続性に配慮するということも書いています。 

 ただ、かなり先になりますし、施策を講じるのは具体性が必要になりますので、計画期間

は１０年程度といたしまして、例えば５年ごとに中間的な評価を行うとか、あるいはほかの

計画、住生活基本計画や、独立行政法人建築研究所の中期計画の改定等、いろいろなものと

連動しながら見直していくということも考えてはどうかと思っております。 

 赤字のＰ１５２ですけれども、社会像ということも議論いただきました。１つ目のポツに

ありますとおり、国民や産学官の関係者の目線を踏まえて、建築分野において、関係者共通

の目指す社会像を示すということで、ここはポジティブな部分、ネガティブな部分、両方あ

りますよねという議論が非常にたくさんあったと記憶しております。国民と危機感を共有

し、それを克服する道筋と将来像の提示も考慮するというようなところに書いてございま

す。 

 それから、２つ目のポツにありますとおり、目指す社会像、共通認識として持つためには、

社会全体の方向感と建築分野の方向感を考慮すると。それから、建築分野の射程の広がりを
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考慮していく。どこまで建築分野として捉えるかというところを少し広めに議論いただい

たんですけれども、いろいろ関係する中で必要なことを意識して議論してきたということ

になっております。 

 ３つ目のポツが、それをコアの部分として御説明いたしますが、全ての経済社会活動の下

支えとなる建築・市街地について、社会的資産、経済的資本としての在り方を示すとともに、

利用・運用・維持管理を通じて社会に便益を生み続ける建築を使いこなすことや、そうした

建築群から成る既成市街地を前提としたまちづくりなどの考え方を、建築の公共性の中核

として位置づける必要があると。そのビジョンを達成した先に目指す理想的な将来像のイ

メージについても議論して、関係者で共有していく必要があるだろうと。これについて、先

ほどもありましたけれども、それぞれの目線で分かりやすく心をつかむ展望を提示する、安

全確保など地道な取組もベースとしてやっていく必要があるだろうといったことを考えて

おります。 

 検討に際しての考え方の例でございますけれども、建築を使いこなすという意識とか、ま

ちの縮退も考慮した既成市街地を前提としたまちづくり、それから、関係者が生き生きとす

る社会とか、建築工事に新たな展望を循環させるストック活用の方向性といった、あるいは

情報の開示といろいろなテーマがあるということを整理してございます。 

 １５３ページに行っていただきまして、ここは答申との接続でございますけれども、継続

検討課題という中でいきますと、ストックとか価値観の多様性、技術の進展、担い手の状況

というテーマがございます。それから、建築・市街地は企業の経済社会活動の基盤でござい

ますので、人口動態、地球環境問題、物価高騰、あるいはほかの分野における動向といった

ものも考慮して考えていくということでございまして、これらについてはビジョン策定後

も都度変化していくこともございますので、継続的に、多様な社会的な要請の変化に目を向

けていくといった視点が必要であろうと考えております。これは経済社会情勢の変化を受

けた考え方でございます。 

 赤字の１５４ページに、具体的にどういうことを議論していくか、どういうことを進める

かということでございまして、２つ目のポツに書いてありますけれども、ビジョンにおいて

目指す社会像の実現に向けて、国民・産学官の関係者の役割分担や連携も含めた取組事項を

以下の視点ごとに整理すると。①、②、③で、モノ、ヒト、社会とあるのですが、まずモノ

の中でいきますと、新築に比べて圧倒的多数を占めるストックの活用に軸足を置く。それか

ら、単体のみならず、立地や周囲との関係性に配慮する。ヒトの分野では、国が取り組むべ
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き事項と、ほかの産学官の関係者が推進する事項を整理すると。それから、○○委員のほう

から、特に人材育成については非常に御意見をいただきまして、ここに柱立てをしまして、

２０５０年の経済・社会において建築分野を担う人材の育成という形で書いております。社

会全体としては、例えば統計情報が不足しているよねという御指摘もございましたので、そ

ういったものを補いつつ、産学官の持つ情報の連携を進め、ビッグデータ、シミュレーショ

ンの技術などの活用を促進すること、それから建築物・市街地のハード面のみならず、使わ

れ方についての評価方策の検討もしていくだろうと。 

 それから、先ほどＬＣの中でも議論がございましたけれども、施策間のトレードオフとか

優先順位とか、全部が全部できるというにしてもなかなかリソースも限られるので、そうい

ったこと、それから地域で顕在化する課題とその対応策、どういうふうにやるかということ

も含めていろいろ考えていく必要がありますよねという議論がございましたので、それを

まとめております。 

 １５５ページは、これを分かりやすく伝えるためにどうやって資料を整理するかという

ことで、今の段階ではこうしていますけれども、これをどうお伝えしていくかということも

考えたいと思っております。 

 資料３－２、今後のスケジュールでございます。赤字の１５６ページでございますが、下

３分の１に黒字であります、今日が１月２０日、４９回の分科会でございまして、中間的な

取りまとめを御議論いただいて、まとめていただければと思っております。その後、例えば

建築学会をはじめとした学術団体とか、それから需要者の団体と個別に、実はもう意見交換

を始めている状況でございまして、引き続き具体的な議論をしたいと思っています。年度が

替わった４月早々には日程調整をさせていただきたいと思いますけれども、また分科会と

基準制度部会の合同会議を開きまして、令和８年度の具体的な議論の進め方を議論してい

ただきたいと思います。それと並行いたしまして、昨年度は懇談会という形で議論しており

ましたが、それをちょっと格上げしまして検討会というものにいたしまして、ビジョン、今

までは総論でしたけれども、各論の議論をしたいと思っております。中間取りまとめの素案

を作成していただくということと、産学官の関係者を巻き込むことも大事なので、そういう

ことをしたいと思っております。 

 １５７ページにありますが、部会を今年度の秋に再開いたしますけれども、令和８年度も

秋ぐらいにまた部会を再開いたしまして、議論して、令和８年秋頃に中間取りまとめとして

まとめた上で、そのときはパブコメを実施したいと思っております。最後は令和９年、ちょ
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うど来年の今からもうちょっと後ぐらいの頃に、中長期的なビジョンの取りまとめを行い

たいと思っております。※１、※２のところには、具体に何をやるかということで、今年の

２月から検討会を開催したいと思っておりまして、ストック、担い手、技術・質、ＤＸ、市

街地と５つワーキングを立ち上げまして、各論を掘り下げたいと思っております。それから、

学会とか各団体と連携いたしまして、これの例えばシンポジウムをするなどしていろいろ

な関係者多く巻き込んで、それぞれに意識を持ってもらって取組を広げていきたいと、その

ようなことを進めていきたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上です。 

【分科会長】  御説明ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの御説明につきまして、御質問、御意見をいただきたいと思います。

この審議は、これまた時間が限られて恐縮ですが、１１時５５分ぐらいまでなので、１０分

ほどでございますけれども、御発言のある方は、対面の方は手を挙げていただくか、あるい

は席札を立てて、オンラインの方は挙手ボタンを押してお知らせください。 

 すぐ横で目に入りました、○○先生から。 

【○○臨時委員】  ○○でございます。手短に発言します。 

 大変よくまとめられていると思いましたが、１５２ページの目指す社会像についての表

現の記載のうちで、「建築を使いこなす」という表現が少々気になりました。一般の建物ユ

ーザーは建物に対して、必要なときに必要なだけの機能を活用することを求めているのだ

と理解しております。例えば住宅については、ストレスのない自身の生活を送ることが第一

であって、常時に建物機能１００％を活用することは期待していないと考えられます。もし

も法定耐用年数を経過した後にも、建築同一用途、あるいはコンバージョンをして、長期間

継続使用することが重要であるということを意図しているのであれば、この資料を紹介す

る際には、そのことを丁寧に説明するのがよいのではないかと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。続いて、○○先生。 

【○○委員】  ありがとうございます。○○です。 

 今回、経済的、社会的投資の予見性というのが加わってよかったなと思っています。これ

はすなわち、先ほどの「使いこなす」をどうやって実現するかというところと関連するのか

と思うんですけれども、建物の使い方のフェーズが変わるときに、適切な追加投資、これは

融資という形とか、あるいは新たに保険をかけるというのにもつながっていくのですが、そ
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のための適切な評価法が今はそんなに浸透していないのではないかと思いますので、ぜひ

こうした建物のストックの評価法、それから、評価を効果的に既存建物への再投資や市場流

通の強化につなげていく仕組みづくりというのを、ビジョンの重要項目として検討してい

ただければありがたいと思っております。 

 そうした意味では、例えば車の車検制度のような、現在よりももう少し所有者責任とか利

用者責任の所在も明らかにしながら、建物ばかりでなく、宅地の健全性、例えば相続をちゃ

んとやっているかどうか、相続した場合どういう懸念が考えられるかとか、あるいは昨年ご

ざいました擁壁の劣化による建物、宅盤の崩壊とか、ああいうことも考慮に入れた全体的な

評価法というのをいま一度議論していただければありがたいと思っております。 

 以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。○○先生、お願いします。 

【分科会長代理】  ありがとうございます。 

 １５２ページの先ほど○○先生が御発言された３つ目のブレットについて発言したいと

思います。２０２５年１０月に日本建築学会の計画系論文集に○○先生の論文が掲載され

て、２０２１年時点の固定資産の家屋台帳に基づく用途別の調査研究で、日本の建物の平均

寿命は既に６０年から７０年になっているというデータが示されています。捕捉率が９４.

１％なので、ほぼ悉皆調査をしているということです。木造、ＲＣ造も実はほぼ同じ寿命に

なっていまして、法定耐用年数を大きく超えて、実際には使われ続けている状態になってい

ます。 

 法定耐用年数は税務と会計上の減価償却の制度的な指標で、本来、建築の物理的な寿命と

か使用可能年数とか、社会的価値の限界を示すものではないというふうに私は考えていま

す。○○先生も指摘されているんですけれども、日本では耐用年数という言葉の影響もあっ

て、耐用年数を過ぎた建築は価値が低いとか、建て替えるべきだという認識が長年、無意識

にあるのではないかと思います。先ほどのデータでも、既にストック社会に入っている我が

国では、建てることでだけではなくて、どう使いこなすか、利用とか運用、維持管理を通じ

て、社会的便益を生み続けさせるということが建築の公共性の中核になるべきではないか

と思います。人口動態とか都市の縮退を踏まえながら、法定耐用年数に依存した価値判断か

ら一歩を踏み出すというのが、今後の住宅とか都市政策の基盤になるのではないかという

ので、こういうものをぜひ入れてくださいという、お話ししたのはそういう意味でございま

す。 
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 ちょっと説明が不足しているのかも知れません。○○先生の御意見も聞きながら、やはり

もう少し詳しく説明が出来ていくといいなと思います。以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 じゃ、一旦ここの段階でコメント、事務局のほうからいただけますか。 

【事務局】  先生方、御意見ありがとうございました。 

 まず、「使いこなす」のところですが、今、分科会長代理から補足をいただきましたけれ

ども、多分いろいろな捉え方があろうかと思います。一人の方がずっと使い続けるというこ

ともあれば、所有者が変わって、用途も変わってということでございまして、いろいろなや

り方があると思います。その中で法制度が対応できていること、できていないことというの

が指摘されているので、そういうことも意識しながら対応していくと、そこに建築の公共性

を見いだせるのではないかという意識を持っております。ただ、説明を丁寧にということは

御指摘のとおりなので考えたいと思います。 

 それから、建物の評価というところで○○先生からお話がございました。これは住生活基

本計画を議論している住宅宅地分科会でも多分同じように、ストックをどう評価して使い

続けていくのかというのがありました。建築は住宅も包含した概念としてあるのですが、住

宅は住宅として使われていることが多いんですけれども、建築の場合は本当に多様な用途

があります。それをどうやって評価していくかということで、実は最初の、冒頭の議論の中

で、１５０ページの１番目のポツに建築物・市街地の安全の確保というのが建築基準法の中

にあるんですけれども、それ以外に、省エネ分野でいきますと別の法律があって、環境性能

の議論をしていますし、バリアフリーについても別の法律があって、バリアフリー性能とい

うことで、最低基準とプラスアルファの部分をどう評価していくか、それが建物の評価にど

う組み込まれるかということも大事なことなんだろうなと思っております。 

 それが再投資も生んでいくということだと思いますので、総論の中ではこういう目出し

をした上で、各論の中でストックの活用とか、それから技術・質というテーマを立てていま

すので、それぞれワーキングをお願いしている先生方もおられますけれども、ぜひ今回の御

意見を伝えて、こういったことの議論を深めたいと思っております。それから、○○先生の

論文につきましても、ストック時代を実際にデータとして示していただいているというこ

となので、これも参考にしていきたいと思っております。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、対面で御出席の○○先生、御発言をお願いいたします。 

【○○臨時委員】  ありがとうございます。 

 この中長期的ビジョンに書かれていることは、私の研究分野からすると大変ありがたい

というふうな気持ちでいっぱいです。特に赤字の１５０ページで、多様な関係者のトップに

国民、住民を入れていただいたところが私は大変いいことだと思っています。そもそも安全

とか防災って学際的複合領域で、研究分野でも様々な部門が関わらないと進まない。ただ、

災害時であれば、緊急時あるいは復旧・復興時を含めて、最終的には住民、国民が最も重要

な担い手、ステークホルダーになります。 

 ということで、その前提を考えたときに２点ほど。このビジョンというか、方向性をどう

こうではなく、次のステップになると思うんですけれども、１点目は今まで以上に個々の建

築、とりわけ住宅の公共性を訴えていくことが必要かと思います。これまでは都市防災不燃

化促進事業のように、公的な防災に大きく寄与するものについては公的資金の投入はでき

てきたんです。ただし、あとは宅地内雨水貯留とかなんですけれども、それは建築部局だっ

たり、道路部局だったりバラバラです。それから、そういうことを含めたときに、ここに書

いてあるビジョンを具現化するためには、もうちょっと広い意味で建築そのもの、あるいは

市街地そのものは公共的に重要な、安全向上のための資源なんだということを考えたとき

に、もう少し何らかの形で公的な関与の仕方を強めていってもいいのかなと思います。 

 それから２つ目ですけれども、赤字の１５４ページに、「建築を支える環境・仕組み（社

会）」と書いてあります。ここでも実は個々の住民、エンドユーザーに最終的に最も関わる

のは基礎自治体になります。そうしたとき、ここに書いてあるような理念・考え方をエンド

ユーザーである住民の方たちに伝えるすべがあるかというと、実はそんなにしっかりとし

た仕組みはありません。基礎自治体であってもこれを実現するためには、役所の中でも複合

領域的に、例えば建物の耐震診断、耐震補強とか、そういった建築部局はこれ、環境部局は

これ、あるいは福祉部局ではバリアフリーとか介護保険制度での様々な住宅改善を行いま

すけれども、住民に一番接する行政の仕組みの中にもこの思想をしっかり取り入れていた

だいて、次のステップになると思いますが、具現化をしていけることが必要と考えています。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ウェブで御参加の○○委員からお願いいたします。 

【○○臨時委員】  御説明いただきありがとうございました。短めにはなりますけれども、
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コメントのみさせていただきたいと思います。 

 本日の御報告内容については、この議論の方向性等に関しては賛同いたします。まず、建

築分野はあらゆる経済活動の基盤となりますので、その果たすべき役割が極めて重要であ

るということを改めて資料を拝見して再認識いたしました。２０５０年という長期で見ま

すと、将来を見通すということは難しい面もございますが、このビジョンを示すことで、今

度は各ステークホルダーのミッションがより明確になると思いますので、社会情勢を踏ま

えていくと、計画、今回、１０年で評価を行うという点についても賛同いたします。また、

先ほど御意見もありましたけれども、今回、産学官に加えて国民も含めた形で示していただ

いたこと、こちらについては、ほかの計画との呼応という観点からもやはり重要であると感

じました。 

 一方で、今日、御意見の中で結構多かったなと思うのは、分かりにくいとか、分かりやす

さという点で、冒頭、○○先生からも御意見がありましたし、建築環境部会でもそういった

御意見が散見していたなと思いました。今後はこれらのビジョンを基に、政策とか制度など

を具体的に検討されることになるかと思いますけれども、つくり手側の目線だけではなく、

住まい手とか使い手の視点もぜひ念頭に置きつつ、御検討を進めていただければと思いま

した。 

 以上、繰返しになりますけれども、よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 では、引き続き、ウェブで御参加の○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。○○です。 

 この中長期的なこのビジョンの中身とか方向性については、全く異論はございません。私

がよく分からなかったのは、これは建築分野全体の方向性を示すという点で、ビジョンとい

う名前を言っているのですけれども、計画のような性格が強くて、しかも２０５０年とかそ

の先を目指すという長期計画の要素ももち、１０年単位でも刻んで見ているし、さらには中

間で５年でもチェックするということなので、３層構造の重要な計画制度で、ほかの住生活

基本法等の法定計画との間の調整をこれから図っていくということだとすると、この中長

期的なビジョンがどういう性格のもので、どういう位置づけかというのはある程度きちっ

と整理して、説明される必要があるのかなという気がいたしました。そこら辺の整理をぜひ

お願いしたいと思います。 

【分科会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、以上３点につきまして、これまた事務局のほうからコメントをいただけますか。 

【事務局】  先生方、ありがとうございます。 

 ○○先生から、公共性の中でいろいろ関係する方々が多いという御指摘がございました。

まさに今回の議論もそうですし、どこまで射程に入れるかということもありましたので、個

別の議論をしていくときにも、ワーキングを５つ立てるんですけれども、恐らくワーキング

で連携しながらということですし、それから、都市計画の分野とかまちづくりになってくる

と住宅局だけではないということもあります。防災になれば防災の分野となりますので、そ

こはいろいろなチャネルで議論を広げたいと思っております。 

 ○○委員からも、分かりやすさということがございましたので、これは議論した上でどう

示していくかと。議論する過程の中で、今、○○委員のお話もありましたが、どうやって伝

えていくかということもあるので、シンポジウムなんかも来年度は考えたいとあるんです

けれども、そういった中でどうやって、伝えるというよりも伝わることが大事だと思うので、

伝わり方を見ながら議論にフィードバックすることを考えたいと思っております。 

 それから、ビジョンそのものと、そのビジョンが計画的な要素を持っているところがござ

いまして、これは住生活基本計画、法定計画になっていると、ある程度何を計画の中に書く

かとかは法律にしっかり書いてあるので、意外と形としては見やすいんですけれども、これ

は建築分野の中で今までなかったものを議論していますので、まず、方向性の認識みたいな

のを共有しながら、その中で計画的なものをどういうふうに書くか。これは各論の議論をす

る中で計画的な性格を持つものと、抽象的な方向性、イメージを持つものというのはもうち

ょっと整理できるかなと思っておりますので、意識しながら、また来年度議論していきたい

と思っております。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。 

 大体時間が参りましたけれども、何かございますか。どうぞ。 

【○○臨時委員】  ○○と申します。もともとアスベストのほうの形でこちらの委員会に

は出させていただいております。 

 まず、長期的なビジョンの全体の社会情勢の変化の中では、１つは、今の社会の中で高齢

化、過疎化というか、そこの部分を入れておいていただきたい、この２つの言葉ですね。そ

れはなぜかというと、それゆえに、高齢化ゆえに、もう新しい建物に建て替えられない、建

て替えようという気にならないということが、震災等を含めてもひしひしと感じるところ
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になります。 

 それから、１５４ページに「新築に比べて圧倒的多数を占めるストック」とだけ書いてあ

りますが、このストックの中には明らかに有害物のストック、アスベスト含有建材の大量の

ものが残っているということがあるわけです。私どものところに、例えば８０代と９０代の、

地域の老夫婦の御相談が電話で来ます。これの吹きつけを鉄骨だから取ってあげようとい

うので、真面目にすると２００万円かかる試算しか私たちは出してあげられない。しかし、

その方々は年金暮らしで、この２００万を使ったら、病気になって死んでいく糧ができない

し、子供たちも誰もいない。このおうちは恐らく吹きつけアスベストを残した形の建物が残

っている、誰が管理するんだという問題が今もうあるんです。そういうことを考えながら、

こういう場合は民間でやるという原則でいくのか、それともあるところで線を切って、もう

これは公が関与しないと無理な建物、飛散してしまって周囲にも問題を起こす。そういう問

題も起きておりますので、そこら辺のことも考えるシステムにしておかないとよくないの

かなと思っております。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。 

 最後のことについてコメントをお願いいたします。 

【事務局】  ○○先生、ありがとうございました。特に○○先生はアスベストをずっと建

築分科会で議論いただいて、御指導、御協力いただいているので、その御指摘だと思ってお

ります。ストックの中にいろいろなものがあるというのはおっしゃるとおりで、ストックを

どう残していくかというのは、そのストックをどう評価するかということでございまして、

ストックのワーキングの中で議論する、今日は御紹介していませんけれども、論点集の中に

いろいろアスベストの課題とかもポイントとしては入ってございますので、そういった中

で議論したいと思います。それから、個別の高齢者化とか過疎化の話もこの中に入れてござ

いますので、議論するときに意識しながら進めたいと思っております。 

 以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 大体、御意見、御質問等が出尽くしたかなということでございますけれども、将来に向け

た、こういうふうにやったほうがいいんじゃないかという、これも非常に建設的な、サジェ

スティブな御意見をいただいております。本日の議論を踏まえまして、ビジョンの策定とい

う大枠につきましては、中間的な取りまとめということで、大枠としてはこれでよろしゅう
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ございますか。このような形で取りまとめたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。それでは、建築基準制度部会からの報告として御

承認をいただいたというふうにさせていただきたいと思います。 

 それでは、委員の皆様におかれましては大変熱心に御議論いただきまして、サジェスティ

ブな御意見もいただきました。大変ありがとうございました。というようなことで、建築分

科会として中間的な取りまとめを踏まえて、引き続き次年度においてもビジョンの具体的

な内容に関わる議論を進めていきたいと考えてございます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日最後の議事でございます。報告事項でございますけれども、建築基準法の

手続ＤＸのための制度改正ということで、事務局より御説明をお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、ページでいきますと赤字の１５９でございます。 

 ＤＸ、ＩＴ化は世の中の流れでございますけれども、建築分野も進めてございます。１５

９ページを見ていただきますと、ちょうど真ん中に矢印がございまして「現在」と書いてい

ますが、この４月に、前の４月から始まっているんですけれども、建築確認などにつきまし

て、行政手続の電子化が上のほうになっていますが、これを建築確認から始めまして、中間

検査、完了検査、構造適判、省エネ適判といった分野を広げていっています。 

 一方で、建築分野の生産性向上という形で、ＢＩＭにつきましても、この４月から図面審

査という形でいよいよスタートします。これにつきましては、特に今日御参会の皆様方は各

会で御活躍いただいていますので、ぜひ御協力をお願いしたいという紹介でございます。審

査側、設計者側、両方とも関係するものでございまして、国交省でプログラムの整備とかを

いろいろやっているわけですけれども、参加していただくというのが非常に大事でござい

ます。特に、例えば大手の企業さんなんかも個別に回っていますけれども、中小も含めまし

てみんなが取り組むということに意味があると思っていますので、これについては引き続

き進めたいと思っております。やはり生産性の向上を進めることが大事だと思っておりま

す。 

 その中で１６０ページのところは、特に設計業務とか審査業務に携わっている方には、直

接的に行政の方が関係するんですけれども、建築計画概要書がございます。これはいろいろ

閲覧して建築物の確認をするための制度でございますが、本来の建築確認の当初の中のデ

ータ、あるいは自治体で整備する台帳の中にデータがあるので、これにつきましてはあるん
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ですけれども、ワンスオンリーの原則を目指して概要書を廃止する方向でデータを、概要書

の内容を見られるような組替えをしていきたいと思っております。これは令和１０年の４

月を目指して準備を進めているということでございます。過去のストック、データにつきま

しても、順次データ化できればいいなと思っております。 

 それから、最後、先ほど申し上げましたＢＩＭの図面審査ですけれども、このＢＩＭの図

面審査は、例えば設備なんかでいきますと、電気と空調、それから梁の取り合いなんかは図

面ができないというのでよくあるんですけれども、ＢＩＭになってくると、そういった空間

的な幅の取り合いというのはすぐ解決するというか、その精度がすぐ見えるようになるの

で、こういった部分でいきますと、比較的、生産性の向上というか、分かりやすい分野では

あると思います。これに関連する告示の改正などもいたしまして取組を進めていきたいと

いうことで、繰り返しのお願いですけれども、関係の皆さん方に始まっていると、国交省が

やっているということで、周知に御協力いただければということの御紹介でございました。 

 以上でございます。 

【分科会長】  どうも御紹介、御説明ありがとうございました。 

 それでは、これで本日の審議は全て終了でございます。委員の皆様におかれましては、大

変貴重な御意見をいただきました。ありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  分科会長、ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、長時間

にわたり、今回だけに限らず、御審議ありがとうございました。 

 次回の会議は先ほどスケジュールを御説明いたしましたけれども、４月をめどに建築分

科会・建築基準制度部会合同会議を開催したいと思っております。早速、スケジュール調整

をさせていただければと思いますので、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 最後になりますけれども、住宅局長の宿本より、一言御挨拶を申し上げます。 

【住宅局長】  委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、御出席を賜りまして誠にあ

りがとうございます。 

 昨年４月に３年ぶりに建築分科会を開催いたしまして、残された課題と現在、今後の経済

社会情勢を見据えた議論をキックオフして以降、早期に取り組んでいかなければならない

ライフサイクルカーボンの評価や省エネ化の加速といったことに関する議論と、建築分野

全体を見渡すようなビジョンに関する議論とそれぞれ御議論いただき、今日、それぞれ一定

の取りまとめに至ったと思っております。 
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 まず、建築物のライフサイクル化の評価と省エネ化の加速につきましては、おおむね半世

紀をかけて、昨年４月に戸建て住宅を含めた全ての新築住宅、新築建築物に省エネ基準の適

合義務化ということを果たしたわけでありますけれども、今回はその次のステップについ

て御議論いただきました。今回取りまとめていただいた報告はこの後、建築分科会長から社

会資本整備審議会長へ報告をいただき、審議会長の御了解を得た後、国土交通大臣に答申を

いただくということになります。今後はいただいた報告を踏まえて、関係省庁とも連携して、

これは法律改正が必要になってまいりますので、法案の提出も含めて検討してまいりたい

と考えます。 

 次に、建築分野の中長期ビジョンの策定につきましては、今回、中間的な取りまとめによ

りまして、ゼロベースで多彩な視野で幅広い議論、これがようやく一定の方向感を持つこと

ができたのかなと考えます。引き続き個別のテーマを掘り下げて、それに関連する具体的施

策などの議論を深めていくこととしたいと考えております。これらにつきましては、数年先

の法律改正につながるものと考えております。現在までの御議論を伺っておりますと、具体

的には、まずは住宅品確法、住宅性能表示や長期優良住宅法などの任意かつ誘導的な仕組み

を変えていくという議論が一つあるのかと思います。そして、その先には建築基準法などの、

いわゆる規制法の改正といったことも視野に入れての議論があるのかなと思っております。 

 正直申し上げまして、昨年４月にこの議論をスタートいただいた段階では、法改正まで踏

み込んで発言するのはかなりの抵抗なり、不安なりがございましたけれども、ここまでの議

論をお伺いして、法改正をしてでも変革しなければいけない。そういった建築分野のビジョ

ンの御議論をいただいているものと認識しておりますし、そうである以上、ビジョンの実現

のためにも、私どもも法改正まで踏み込むことを恐れずに議論を深めていきたいと考えて

ございます。 

 今年度の建築分科会は本日が最後の開催となりますけれども、先ほど事務局から御説明

いたしましたように、次年度、早期に議論をスタートさせて、建築を増やす時代から使いこ

なしていく時代というふうに、大きな転換を本格化させていきたいと考えております。幅広

く各界の御協力や知恵を結集して取り組んでいきたいと考えておりますので、今後ともど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 どうもありがとうございました。 

【事務局】  それでは、以上をもちまして、第４９回建築分科会を終了させていただきま

す。 
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 本日は貴重なお時間、御意見を賜り、誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


